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井上明夫新聞 ～日田市議会だより～ 

こんにちは。井上明夫です。             

たいへんすごしやすい気候になりましたが、皆さんいかが 

お過ごしでしょうか。昨年の今ごろは統一地方選挙等で、 

いろいろとお騒がせいたしましたが、いよいよ私も、議員 

2 年目となり、昨年度の反省を活かしながら、今年度も頑 

張って行きたいと思います。 

なお、市町村合併は「編入方式」に決まりましたので、 

私の任期は平成 19 年 4 月までとなりました。 

 

３月議会(平成１６年度第１回定例会) 

深刻化するゴミの増加・・・「ゴミ処理有料化」へ向けた条例を可決。 

3 月議会は３月３日から２５日まで開催されました。議案の中で、最も市民生活に身近

であると思われるのは「日田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正につ

いて」という議案で、内容は「ゴミを出すときは市が指定した有料のゴミ袋に入れて出す」

（平成 16 年 10 月 1 日より施行）というものです。家庭から排出されるゴミの量の増加に

対して、市のゴミ処理施設の能力が追いつかなくなり、また、コスト負担も重くなったた

め、「ゴミ有料指定袋制」を導入することになりました。 
10 月までに各地区ごとに説明会がありますが、ゴミ袋の値段は 45 ㍑袋 1 枚 35 円（当初

案は 45 円でしたが議会で 35 円に下げました）など 3 種類で、生活保護をうける単身世帯

や乳児・要介護老人のいる世帯には、一定の枚数が無料になります。 
 
不況が長引く中、新たな支出が増えることになりますが、生ゴミの堆肥化（コンポスト）

や買い物時のよけいな包装をことわる（マイバッグの利用）などの方法で、各家庭でゴミ

の減量化に取り組んでいけば、将来的なゴミ処理コストの増加もおさえられると思います。 
ご協力をよろしくお願いします。 
 

悪徳商法等の対策として「消費生活係」を新設。 

 最近、「オレオレ詐欺」や電話・訪問販売等で高額な商品を売りつける、高齢者や若者を

ねらった悪徳商法の被害が増えています。そこで、消費者の相談窓口として、今年度より

商工労政課に「消費生活係」が新設されました。 
消費者として困ったことがあれば、気軽にご相談ください。 

日田市役所消費生活係 ⇒ ＴＥＬ．２３－３１１１（内線）３１８ 
（議案・請願・意見書に関する詳しい題目は５月 1 日付市報の「市議会だより」を御参照ください） 



☆井上明夫の一般質問要旨☆ 

小中学校の「平和授業」に偏った内容の教材を使用しないでほしい!! 

[質問] 小学校の平和授業の教材｢悪魔は長靴をはいてきた｣は前後の脈絡もなく日本軍の

虐殺とされる描写が続くだけで、日本人に対する大変偏った見方をした内容であり、

教材としてふさわしくないと思うが見解をお尋ねしたい。 
   （注：他にも類似の教材があります。） 
 
[教育長] この教材は大変不適切な教材であり、平成十三年の県議会でも、｢自虐的｣で「学

習指導要領の精神に反する」と指摘され、教材から削除されていたものである。    

このような教材が学校現場で、いつのまにか使われていたことは大変残念だ。  

今後は校長・教頭・学年代表の教師による検討会を設置し、平和授業の公開も含

めて、あり方を検討したい。 
 

[質問] これまで学校現場に任せていた結果使用されたのがこの教材であるので、検討会

に学校外の委員を入れるという考えはないかお尋ねしたい。 
 
[教育長] 検討会においては学校教育関係以外の方の知恵もお借りしたいと思う。 
 

＊  この質問は、小中学校で原則として年に４回行われている「平和授業」で使われてい

る教材の一部が、歴史上の検証がなされていない題材や抽象的な物語を使って、過去の

日本に対する、否定的な考えを必要以上に植え付けようとしているかのような教材であ

ることに異議を唱えたものです。 

 

＊  かつて日本は戦争をしました。反省すべき部分もありますし、平和を願う気持ちは、

皆、共通するところです。しかし、かつて戦争にいたる過程で、欧米の国々が東アジア

を侵略してくる中、日本が生き残っていくために、必死で努力した世代の方々、すなわ

ちわれわれの先祖を、すべて否定することができるでしょうか？ 

 

＊  学校で平和について考えることはすばらしい事です。 今年度の「平和授業」を公開

授業にする予定の小学校もあるそうです。この機会に、教師・親子・地域の皆さん方が、

いっしょに平和について考えることができればよいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～公職選挙法豆知識 ｢香典について｣～～～～～～～～～～～～ 
議員が自分の選挙区内の有権者に香典を持っていくのは、議員本人が、葬式終了までに 

持っていく場合に限られます。また、日田市議会では弔電の自粛も申し合わせました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

✿ご意見・ご感想等、下記の連絡先までお寄せ下さい✿ 

[連絡先]  井上明夫後援会・井上明夫 〶877-1103 日田市鶴河内町 4279 

TEL.0973-28-2750 FAX.0973-28-2227／E-mail aiforest@lime.ocn.ne.jp 


